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一般社団法人 水難学会  

 

 

 

令和８年度定時会員総会 

  

日 時 令和 8年 6月 13 日（土）午前 11 時 15 分から 

場 所 明治東洋医学院専門学校（明治国際医療大学大阪サブキャンパス） 

    大阪府吹田市西御旅町 7-53 

議 案 

   第１号議案 令和７年度事業報告について   資料１ 

   第２号議案 令和７年度決算について   資料２ 

   第３号議案 令和８年度活動方針について   資料３ 

   第４号議案 令和８年度事業計画（案）について  資料４ 

   第５号議案 令和８年度予算（案）について   資料５ 

   第６号議案 一般社団法人水難学会定款施行細則の一部改正 資料６ 
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資料１ 

 第１号議案 令和７年度事業報告について 
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資料２ 

 第２号議案 令和７年度決算について 
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資料３ 

 第３号議案 令和８年度活動方針について 

 

令和８年度活動方針（案） 

令和８年６月１３日  

 

（１）ういてまて から シン・ういてまてへの飛躍 

 水難学会会員の総力によりういてまて普及は順調に進み、ういてまては社会生活の中での認

知度が向上し、わが国の子どもの水難事故死低減に大きく寄与した。 

 そこで、ういてまてからシン・ういてまて普及に段階を上げることとする。 

 そのため、水難学会が主催する国内普及部門では、指導員のシン・ういてまて教育に注力し、

会員・指導員が全国各地でシン・ういてまて講習を開催できる環境を支援する。 

 

（２）水難学研究活動の推進 

 水難学会として外部資金を獲得し、事故調査や技術調査を推進する。 

 本会の学術団体としての知名度と使命感を生かし、外部資金を獲得したうえで、水難事故調査

や農業用水施設の安全技術調査、特定企業等との共同研究を推進する。 

 理事会組織に設置したプロジェクトチームが、助成金等申請書の作成をはじめとする手続き

の管理を組織的に推進し、必要に応じて会員参加型研究を展開することで、組織的な研究活動の

実現を図る。 

 

（３）ういてまて定着を推進するための組織力向上 

 水難学会が提唱する「ういてまて」は、広く社会に浸透し、水の事故発生時はもとより、事故

防止に向けた取り組みの中でも「ういてまて」が唱えられる時代となった。 

 会員が一丸となって真摯に水難の本質と向き合ってきた結果である。 

 今後は、ういてまてのさらなる定着を目指し、積極的な広報活動を行う。 

 デジタル媒体による会員向け情報発信に取り組むとともに、ういてまて普及に有用なグッズ

開発、水難学会が開発に関わったプールや海での監視用偏光サングラスの会員向け有料配布な

ど、担当理事による組織的活動を強化する。 

 そのうえで、会員による地域社会への情報発信を支援し、社会に信頼される組織づくりを推進

する。 
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資料４ 

 第４号議案 令和８年度事業計画（案）について 

 

令和８年度水難学会事業計画(案) 

◯通常理事会（2 回）及び理事打合せ会（毎月） 

◯水難学会総会（6月） 

◯学術講演会等（前期、後期、会員セミナー） 

◯広報事業（会報 64号発行、資料映像記録、ミニレター発行など） 

◯講習事業（認証指導員養成(プール)、シン・ういてまて普及など） 

◯国際交流事業（"uitemate"海外普及活動など） 

◯技術調査関連事業（技術認証、水難事故防止啓発品の制作、会議など） 

◯共同研究事業（実証研究など） 

◯安全管理関連事業（講習会の安全に関することなど） 

◯水難予防教育関連事業（水難予防教育など） 

◯事故調査事業 

  境界線事業における現地調査（6 月〜8 月） ※日本財団助成事業 

◯法人会員関連事業(ホームページコンテンツ開設、関連会議、認証制度など) 

◯統括指導員会議等の諸会議 

◯会員研修会（リモート開催） 

◯水難学会事務事業（事務員雇用、会計士委託、ICT事業など） 

◯指導員養成機関認定事業 

◯シン・ういてまて研修（学科及び実技・5回程度） 
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資料５ 

 第５号議案 令和８年度予算（案）について 
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資料６ 

 第６号議案 一般社団法人水難学会定款施行細則の一部改正 

 ⼀般社団法⼈⽔難学会定款施⾏細則の⼀部を次表の新に改める。 
◎新旧対照表 

新 旧 説明 
 （会員） 
第１条 ⼊会を希望する者は、⽔難学会

定款（以下「定款」という。）第７条
の規定に基づく⼊会申込書を⽔難学
会会⻑（以下「会⻑」という。）に提
出しなければならない。 

２ 退会を希望する者は、定款第９条の
規定に基づく退会届を会⻑に提出し
なければならない。 

（削除） 
 
 
（削除） 
（削除） 
（削除） 
（削除） 
 （理事の選考） 
第２条 ⽔難学会は、定款第２３条第１

項第１号に規定する理事を推薦する
ため、理事候補者推薦委員会を設け
る。 

２ 理事候補者推薦委員会は、理事若⼲
名及び会員若⼲名で組織する。 

 
３ 理事候補者推薦委員会は、２年毎に

理事候補者推薦の公⽰を⾏う。なお、
公⽰は、選考年の３⽉を原則とする。 

４ 理事候補者推薦委員会は、理事候補
者を選定し、理事会（定款第３０条に
規定する理事会をいう。以下同じ。）
に答申する。 

５ 理事は、理事会が推薦し、総会の承
認を受けた者とする。 

 （監事の選考） 
第３条 定款第２３条第１項第２号に

規定する監事は、理事会が推薦し、総
会の承認を受けた者とする。 

 （委員会） 
第４条 定款第４５条に規定する委員

会は、委員⻑及び委員で構成する。 
２ 委員⻑は、会⻑が推薦し、理事会の

承認を得て委嘱する。 
３ その他委員会に関する事項は、理事

会の承認を得なければならない。 
 （⼩委員会） 
第５条 前条第２項の委員⻑は、⼩委員

会を置くことができる。 
２ ⼩委員会の委員⻑及び委員は、委員

⻑が委嘱する。 
 （学術集会） 
第６条 定款第３条第１号に掲げる学

術集会は、第 回（和暦年度）⽔難学
会学術総会をいう。 

２ 学術総会の英⽂名は、The  th 
Annual Meeting of the Society of 
Water Rescue and Survival Research 
とする。 

３ 学術総会は、毎年１回、４⽉から６
⽉の間に開催する。 

 第１章 会員 
第１条 ⼊会を希望する者は、様式１の

⼊会申込⽤紙を会⻑に提出し、理事会
の承認を受けなければならない。 

 
 
第２条 退会を希望する者は、様式２の

退会届を会⻑に提出しなければなら
ない。 

第３条 個⼈会員は、会⻑に届出て、本
細則２７条に定める地区のいずれか
ひとつに所属するものとする。 

 第２章 （削除） 
第４条から第８条 （削除） 
 第３章 （削除） 
第９条から第１２条 （削除） 
 第４章 役員の選考 
第１３条 ⽔難学会は、理事候補者推薦

委員会を設ける。 
 
 
２ 理事会は、若⼲名の理事と会員から

なる理事候補者推薦委員会を組織し、
理事候補者を諮問する。 

３ 理事候補者推薦委員会は、２年毎に
理事候補者推薦の公⽰を⾏う。公⽰
は、選考年の３⽉を原則とする。 

４ 理事候補者推薦委員会は、理事候補
者を選定し、理事会に答申する。 

 
 
５ 理事は、理事会が推薦し、総会の承

認を受けた者とする。 
 
第１４条 定款第２３条に定めた監事

は、理事会が推薦し、総会の承認を受
けた者とする。 

 第６章 委員会 
第１５条 会⻑は、理事会の承認を得て

各種の委員会を置くことができる。 
２ 各委員会の委員⻑は、会⻑が推薦

し、理事会の承認を得て委嘱する。 
３ 各委員会に関する事項は、理事会の

承認を得なければならない。 
 
第１６条 各委員会の委員⻑は、⼩委員

会を置くことができる。 
２ ⼩委員会の委員⻑及び委員は、委員

会委員⻑が委嘱する。 
 第７章 学術集会 
第１７条 定款第３条の学術集会は、第 

回（和暦年度）⽔難学会学術総会をい
う。 

２ 学術総会の英⽂名は、The  th 
Annual Meeting of the Society of 
Water Rescue and Survival Research 
とする。 

第１８条 学術総会は、毎年１回４⽉か
ら６⽉の間に開催する。 

※「会員」について、⽂
⾔整理等をします。 
 
 
 
 
 
 
 
◎すでに「地区」の取扱
いを廃⽌しているため 
 
 
 
 
 
※「理事の選考」につい
て、⽂⾔を整理します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※「監事の選考」につい
て、⽂⾔を整理します。 
 
 
※「委員会」について、
⽂⾔を整理します。 
 
 
 
 
 
※「小委員会」につい
て、⽂⾔を整理します。 
 
 
 
※「学術集会」につい
て、⽂⾔整理等をしま
す。 
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４ 学術総会における研究発表者は、会
員に限る。 

５ 学術総会における研究発表の要旨
は、ホームページに掲載する。 

 （会報） 
第７条 定款第３条第３号に掲げる会

報は、「季刊ういてまて Bulletinof 
The Society of Water Rescue and 
Survival Research, uitemate」と呼称す
る。 

（削除） 
２ 会報は、所定の年会費を納⼊した会

員に無償で配布する。 
３ 会員は、会報を通読しなければなら

ない。 
４ 会報は、会員以外も購読することが

できる。 
 （指導員制度） 
第８条 ⽔難学会は、指導員制度を設け

る。この運営は、別に定める⼀般社団
法⼈⽔難学会指導員規則による。 

 （会費等） 
第９条 ⽔難学会は、定款第７条及び第

８条に規定する年会費を徴収する。 
 
２ 定款第８条第１項に規定する正会

員（個⼈会員及び法⼈会員を⾔う。）
及び学⽣会員並びに同条第２項に規
定する賛助会員の年会費は、次のとお
りとする。 

 (１) 個⼈会員 ６，０００円 
 (２) 法⼈会員 １００，０００円

（毎⼝） 
 (３) 学⽣会員 ２，０００円 
 (４) 賛助会員 ５０，０００円 
（削除） 
 
 
３ 個⼈会員の年会費は、理事会の承認

を経て減免することができる。 
（削除） 
 
 
 
 
（削除） 
 
（削除） 
（削除） 
（削除） 
 （法⼈会員） 
第１０条 定款第６条第２号に規定す

る法⼈会員の⼊会等について次のと
おり定める。 

 (１) ⼊会 第１条第１項のとおり
とし、理事会の承認を得た場合に
は、速やかに所定の会費を納⼊しな
ければならない。 

 
 
 (２) 会員登録 ⽔難学会は、会費納

⼊を確認後、直ちに⽔難学会会員名
簿に登録する。この場合、名簿に記
載する法⼈会員情報は、前項の定め
により提出された⽂書に基づくこ
ととする。なお、登録は、会費⼝数
に関わらず、⼀法⼈につき１件とす
る。 

第１９条 学術総会における研究発表
は、会員に限る。 

２ 学術総会において発表される内容
の要旨は、会報に掲載する。 

 第８章 会報 
第２０条 定款第３条の会報は、「⽔難

学会報ういてまて Bulletinof The 
Society of Water Rescue and Survival 
Research, uitemate」と呼称する。 

 
第２１条 （削除） 
第２２条 会報は、所定の年会費を納⼊

した会員に無償で配布する。 
第２３条 会員は、会報を通読しなけれ

ばならない。 
第２４条 会報は、会員以外も購読する
ことができる。 
 第９章 指導員制度 
第２５条 ⽔難学会は、指導員制度を設

ける。この運営は、別に定める指導員
規則等による。 

 第１０章 会費等 
第２６条 ⽔難学会は、定款第８条によ
り年会費を徴収する。⾦額は次のとお
りとする。 

（追加） 
 
 
 
 
 (１) 個⼈会員 １０，０００円 
 (２) 学⽣会員 ２，０００円 
 (３) 法⼈会員 １００，０００円

（毎⼝） 
 (４) 賛助会員 ５０，０００円 
２ 個⼈会員の年会費は⼊会の年度に

限り、⼊会⽉が１０⽉以降１⽉ごとに
５００円を減ずる。 

３ 個⼈会員の年会費は 理事会の承
認を経て減免することができる。 

４ 個⼈会員の年会費は、⽔難学会認証
指導員（プール）受講申し込みと⼊会
届が同時に提出された場合に限り全
額を免除する。 

５ 個⼈会員の年会費は、⽔難学会認証
指導員（プール）資格を取得した翌年
度に限り３，０００円とする。 

 第１１章 （削除） 
第２７条 （削除） 
２ （削除） 
 第１２章 法⼈会員 
第２８条 ⽔難学会の定款及び本施⾏

細則において、法⼈会員の地位を次の
とおり定める。 

 (１) ⼊会 ⼊会を希望する法⼈は、
所定の⼊会申込⽤紙を会⻑に提出
し、理事会の承認を受けなければな
らない。また、理事会の承認を得た
場合には速やかに所定の会費を納
⼊しなければならない。 

 (２) 会員登録 ⽔難学会は会費納
⼊を確認後、直ちに⽔難学会会員名
簿に登録する。この場合、名簿に記
載する法⼈会員情報は、前項の定め
により提出された⽂書に基づくこ
ととする。なお、登録は、会費⼝数
に関わらず、⼀法⼈につき１件とす
る。 

 
 
◎研究発表を広く周知
をするためホームペー
ジに掲載 
※「会報」について、内
容に変更なく、⽂⾔整
理です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※「指導員制度」につい
て、⽂⾔を整理します。 
 
 
※「会費等」について、
⽂⾔整理等をします。 
 
 
 
 
 
 
 
◎１万円⇒６千円 
◎２号と３号を⼊替え
（⾦額変更なし） 
 
 
◎個⼈会員会費の改正
に伴う⾒直し 
 
 
 
◎ポイント制の廃⽌に
伴う削除 
 
 
◎ポイント制の廃⽌に
伴う削除 
 
 
 
 
※「法人会員」につい
て、⽂⾔整理等をしま
す。 
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 (３) 会費 法⼈会員の会費の額は、
第９条第２項第２号の定めによる。
なお、法⼈からの申し出により、会
費⼝数を増加することができる。 

 (４) 退会 第１条第２項の定めに
よる。 

 
（削除） 
 (５) 総会議決権 総会議決権は、会

費１⼝につき１個とする。ただし、
⼀法⼈につき５個を上限とする。 

 (６) 会報配布 会報の配布は、会費
１⼝につき１冊とする。なお、配布
は、会員登録届のあった住所宛への
送付とする。 

 （補則） 
第１１条 ⽔難学会の定款及び本施⾏

細則に関し必要な規則は、理事会の承
認を経て別に定める。 

第１２条 本施⾏細則を改正する場合
は、理事会及び総会の承認を受けなけ
ればならない。 

   附 則 
 本細則は、平成２３年６⽉１１⽇から
施⾏する。 
 本細則は、平成２５年６⽉８⽇から施
⾏する。 
 本細則は、平成２６年６⽉１４⽇から
施⾏する。 
 本細則は、平成２９年６⽉１０⽇から
施⾏する。 
 本細則は、平成３０年６⽉９⽇から施
⾏する。 
 本細則は、令和３年６⽉１３⽇から施
⾏する。ただし、第２６条については、
令和４年４⽉１⽇から施⾏する。 
 本細則は、令和５年６⽉１０⽇から施
⾏する。 
 本細則は、令和８年６⽉１３⽇から施
⾏する。ただし、第９条第２項第１号に
ついては、令和８年４⽉１⽇から施⾏す
る。 
  

 (３) 会費 法⼈会員の会費は、本細
則第２６条の定めによる。なお、法
⼈からの申し出により、会費⼝数を
増加することができる。 

 (４) 退会 退会を希望する法⼈は、
所定の退会届を会⻑に提出しなけ
ればならない。 

 (５) （削除） 
 (６) 総会議決権 総会議決権は会

費１⼝につき１個とする。ただし、
⼀法⼈につき５個を上限とする。 

 (７) 会報配布 会報の配布は、会費
１⼝につき１０冊とする。なお、配
布は会員登録届のあった住所宛へ
の送付とする。 

 第１３章 補則 
第２９条 ⽔難学会の定款及び本施⾏

細則に関し必要な規則は、理事会の承
認を経てその都度別にこれを定める。 

第３０条 本施⾏細則を改正する場合
は、理事会及び総会の承認を受けなけ
ればならない。 

   付 則 
 本細則は、平成２３年６⽉１１⽇から
施⾏する。 
 本細則は、平成２５年６⽉８⽇から施
⾏する。 
 本細則は、平成２６年６⽉１４⽇から
施⾏する。 
 本細則は、平成２９年６⽉１０⽇から
施⾏する。 
 本細則は、平成３０年６⽉９⽇から施
⾏する。 
 本細則は、令和３年６⽉１３⽇から施
⾏する。ただし、第２６条については、
令和４年４⽉１⽇から施⾏する。 
 本細則は、令和５年６⽉１０⽇から施
⾏する 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎実情に合わせた配布
数 
 
 
※「補則」について、⽂
⾔を整理します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎個⼈会員会費の額に
ついて遡及適⽤ 
 
 

 


